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日   時  ：  平 成 2 0年 8月 1日 （ 金 ） ～ 8月 ３ 日 （ 日 ）  
 

場   所  ：  北 海 道 釧 路 市 柏 木 小 学 校  
 
 

日 本 ボ ー イ ス カ ウ ト 北 海 道 連 盟  

2008 ビ ー バ ー ま つ り ＆ カ ブ ラ リ ー  in く し ろ  
 

『 集
つ ど

え ス カ ウ ト ‼ 大
た い

河
が

の 翼
つばさ

に 夢
ゆ め

の せ て 』  



 1

第１章     開  催  の  趣  旨 
 
  本大会は、「阿寒国立公園」、「釧路湿原国立公園」を抱える釧路市を中心に

ビーバー・カブ部門のスカウトが、雄大な大自然に触れ、野外活動を通して友情

と協力を育み、日常励み培ってきた技能と精神を発揮し総合理解の実践の場とし

て、今後のスカウト活動の発展に寄与することを目的として実施する。 

 

 

 

第２章     名  称 ・ テ － マ 
 

１  名      称  ： 2008 ビーバーまつり＆カブラリー in くしろ         

２  略      称  ：  ＢＣＫ ’０８  

３  テ  －  マ  ：  集えスカウト‼ 大河の翼に夢のせて」 

サブテ－マ   ビーバーまつり“みて！さわって！びっくりビーバー 

おおさわぎ‼ ” 

          カブラリー  “みんなで つかもう でっかい感動‼ ”

  

 

第３章      会 場 及 び 会 期 
 

１  主  会  場  ：   北海道釧路市立柏木小学校 

                     北海道釧路市柏木町11番15号 

    

 

２  開 催 期 間            ：  平成２０年８月１日（金）～３日（日）（２泊３日） 

                    

３  主会場の開場と閉場 ： 

  平成２０年７月３１日（木）１０：００の開場に始まり、 

８月３日（日）１７：００の閉場をもって終了する。 
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第４章    主 催・主 管・後 援 

 
１  主      催  ：  ボーイスカウト北海道連盟 

２  主      管  ：  ボーイスカウト北海道連盟釧路地区実行委員会 

３  後      援  ：  北海道・北海道教育委員会・釧路市・釧路市教育委員会 

 

 

第５章      参   加   資   格 
 

１  ビーバースカウト、カブスカウト、デンコーチ 

 ａ 平成２０年度登録完了者であること。 

 ｂ 隊の活動を通じ、心身ともに健康で、会期中の生活および行事に耐えうる者。 

 ｃ 団委員長及び保護者の参加の承認を得ていること。           

ｄ 大会本部の参加承認を受け、参加費の納入が完了していること。 

 

２  指導者等（ベンチャースカウト、ローバースカウト含む） 

  ａ  平成２０年度登録完了者であること。 

  ｂ  大会期間中参加所属隊と行動を共にする者（スカウトの保護者等） 

  ｃ  大会役員又は、大会奉仕者として委嘱された者 

  ｄ  実行委員会から要請された各分野の専門家、及び必要と認められた者    

ｅ 大会本部の参加承認を受け、参加費の納入が完了していること。 

 

３  友好団体（ガールスカウト等）および北海道以外（海外隊含む）のスカウト

（指導者含む） 

  ａ  友情参加として歓迎する。 

  ｂ  舎営箇所については、大会本部が指定する。 

  ｃ  プログラム等については、基本実施要綱を準用する。                 

ｄ 大会本部の参加承認を受け、参加費の納入が完了していること。 

 

４  一般参加者 

  ａ  一般参加者は小学生およびその保護者を対象とし、参加を歓迎する。 

  ｂ  一般参加については、全日程参加または第２日目のみの参加を認める。 
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  ｃ  参加隊の編成、所属については、大会本部が指定する。 

  ｄ  その他については、基本実施要綱を準用する。 

 ｅ 大会本部の参加承認を受け、参加費の納入が完了していること。 

 

 

第６章     参      加      費 
 

１  参加費 

  ａ  全日程参加 １名 １１，０００円  （２泊３日） 

（ビーバースカウト、カブスカウト、デンコーチ、指導者等、大会役員、 

実行委員、奉仕者、一般参加者等） 

 ｂ 第２日目だけの参加（一般参加者のみに認める） ４，０００円（１日） 

 

２  参加費は次の費用に充当する。 

  ａ  ８月１日（金）夕食から８月３日（日）昼食迄の給食食材費（ただし、２

日目だけの参加者については８月２日の昼食および夕食） 

  ｂ  参加章及びプログラム資材等の費用 

  ｃ  会場設備及び運営に要する費用 

  ｄ  会期中の救護衛生に関する費用 

  ｅ  その他 

 

３  参加費は予定申し込みと同時に予納金を、確定申し込みと同時に残金を、各

地区経由で納入する。 

 

４  納入した参加費は、大会本部の承認を得て、他の参加者に振り替えることは

できるが、払戻しはしない。 

 

 

第７章      参 加 申 し 込 み 
 

１  参加予定申し込み 

 ａ 各地区は、道連ホームページに掲載する参加予定申込み用紙に参加予定者
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を参加隊毎に取りまとめ、項目毎に整理して大会事務局にメールする。 

ホームページ  http://www.douren.org/~bvs2008/ 

E-mail     bvs2008@douren.org 

ｂ  各地区は、参加者１名につき、4，０００円の参加予納金を大会事務局に

納入する。 

ｃ  参加予定申込みの期限は平成２０年１月１５日とする。 

   

２  参加確定申し込み 

ａ 各地区は道連ホームページに載せる所定の申込用紙に必要事項を記入し大会

事務局にメールで申込みをする。 

なお、参加隊は１通を大会に持参し、到着時に大会受付に提出すること。

ｂ 参加費の残金、７，０００円を地区経由で大会事務局へ納入する。 

ｃ 参加確定申込みの期限は平成２０年５月３１日とする。 

  ｄ 参加承認は、大会事務局より確定申し込みを受けた後、各参加隊に参加承

認書、参加章、その他の必要物品を各地区事務局経由で送付する。 

  ｅ ２日目だけの参加希望者については、住所、氏名、年齢、電話番号、連絡先、

所属等を明記の上、平成２０年５月３１日までに下記の事務局長宅にfaxし、

参加の承諾を受けた後参加費を大会事務局に納入する。 

 

３ 大会事務局連絡先 

 ａ メールアドレス 

bvs2008@douren.org 

 

  ｂ 参加費納入先 

      金融機関名  北洋銀行 釧路中央支店 

      口座番号   普）4598304 

          口座名義   向岩 寿夫（ムカイイワ トシオ） 

     

 ｃ 大会事務局長宅 

    ファックス ０１５４-３６-１８２７   向岩 寿夫 
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第８章    入・退場及び到着手続 
 

１  参加隊の入・退場 

  ａ 参加隊は、平成２０年８月１日（金）１３：００までに宿舎に入場し、諸

手続を済ませ、開会式に参加する。 

  ｂ  退場は、平成２０年８月３日（日）１３：００までに完了させる。なお、

閉場は３日（日）１７：００である。 

２  到着手続き 

  ａ  各参加隊は、宿舎本部で、所定の到着手続きを行う。 

  ｂ  手続きは、隊毎に行う。 

  ｃ  参加者名簿を提出し、参加確定申込書と実参加人数を照合する。 

 

                  

第９章      参     加     章 

 
１  参加章 

    参加者に対して、参加章を配布する。 

２  参加綬 

    参加者の原隊に対して授与する。 

３  特別参加章、一般参加章 

  ａ  特別参加章 

      大会本部が招待した、来賓に対して交付する。 

  ｂ  一般参加章 

      一般参加章は、見学スカウトや一般入場者等のために有償で発行する。 

      一般参加章は、当日受付でも発行する。 

 

 

第１０章    服 装 及び 携 行 品 
 

１  服  装 

  ａ  参加者の服装は正装とする。 

   参加章は制服の右ポケット中央に縫いつける（ビーバースカウト制服につ

いては、同位置に縫いつける）。また、記章及び標章類は正しく着用する。
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但し、自隊で作成した大会キャップ等の着用は、各参加隊に一任する。      

ｂ ネッカチーフは原隊のものを着用することを原則とするが、参加隊等が作

成した大会ネッカチーフの着用は、各参加隊に一任する。        

ｃ 全体行事（開会式・閉会式）は正装で参加する。              

ｄ 参加者は会場内・プログラム参加中は常に、ネッカチーフとキャップ等を

着用する。但し、宿舎内及び作業に従事する場合には、それにふさわしい

服装でよい。                               

ｅ 一般参加者については野外活動にふさわしい服装とし、右胸部に参加章を

縫い付ける。                               

２ 携行品と装備                                

舎営装備は、快適な舎営生活を維持し、楽しいビーバーまつり＆カブラリ

ーが展開できるよう、簡素で精選されたものを準備する。詳細は隊長ハンド

ブックに示す。                        

 

 

第１１章    組  織  と  運  営 
 

１ 編 成 隊 

  ａ  参加隊は原則として、原隊の組織を尊重する（編成隊も可） 

２  舎 営 地 

  ａ  宿舎は、柏木小学校の教室を予定している。（平成２０年３月閉校予定） 

ｂ  宿舎の割り当ては、大会本部が行う。 

c  宿舎ごとに宿舎本部を設置する。 

３  運営系統は、次のとおりとする。 

     大会本部 → 運営本部長 → 各宿舎長 → 参加隊隊長（指導者） 

 

 

第１２章     大   会   日   程 
 

１  日程編成の基本方針 

  ａ  本大会の活動は、全体行事と必須プログラム・選択プログラムに分け、場内

及び場外の自然・景観・施設を生かしたプログラムを設定する。 
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 ｂ  全体行事と必須プログラム・選択プログラムともに、その企画実施に当たっ

ては、基本日課に厳守を原則とする。  

 ｃ  全体行事（各開会式・閉会式・屋台村・フェスティバル）は行事部が企画

運営する。全体行事には、全員が参加することを原則とする。 

２ 参加記念品の設定 

   参加関係者には、記念品を贈呈する。 

３ 大会の日程は別紙に示す。 

４ 国旗掲揚並びに降納は別途指示する。 

 

   

第１３章        配         給 
 

 

１ 配給は、８月１日（金）夕食から、８月３日（日）昼食までとする。 

２ 隊ごとに配給する。 

３ ８月２日（土）夕食は柏木小学校グラウンドに屋台村を設置するので、食券

を持って各自または各隊で交換に行き、食事する。敷物は隊で用意する。 

４ 献立表は別紙に示す。 

 

 

第１４章     安   全   管   理 
 

    快適な大会を過ごすとともに、心に残る思い出とするためには、事故発生の

防止に努めなければならない。 

    指導者は、生活・活動をとおして、安全指導、安全管理について常に万全の

配慮をしなければならない。 

    参加スカウトは、ほんの少しの気の緩みが取り返しのつかない事故につなが

る恐れがあることを忘れず、定められたルールを厳守しなければならない。 

    特に主会場の周辺には湖などがあるので、スカウト・指導者は十分注意する。 

    安全管理に関する細部については、別に定める「安全管理ハンドブック」に

示す。 
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第１５章     健康及び救護衛生 
 

１  救  護  所 

  ａ 参加者の救護に万全を期するため、各宿舎の救護所に看護師を配置すると

ともに、状況により医療機関に委託する。 

   ＊ 本部救護所 

   ＊ 大会本部が委託する近距離の医療機関の確保 

      《救護処置の範囲》 

救護所では、看護師の判断によって、宿舎から通って治療できる患者を扱

う。それ以上の傷病については、民間の医療機関に輸送し医師の判断によ

って処置・手配を決定する。 

２  個人衛生 

参加者の健康管理および保健衛生については各隊隊長等が十分留意する。 

３  環境衛生 

給水所、トイレその他の共同施設は、清潔に保つよう留意する。清掃や消毒 

作業は大会本部と参加隊が担当する。 

 

 

第１６章        輸        送 

 
１  参加者の大会会場までの集散に関する一切の経費は全て参加者の負担とする。 

２  参加者・来訪者の交通手段 

  ａ  会場までの交通手段は事前に行き帰りの行程予定表を大会事務局に提出する。

ｂ  会場内への車両の乗り入れは係員の指示に従うこと。又、駐車も係員の指

  示に従うこと。 

 

 

第１７章        通        信 
 

１  道連ホームページ内に大会の通信欄を設置する。連絡、質問事項についてはホ

ームページを利用し、基本実施要領、隊長ハンドブック等は、必要事項を各自

で印刷して利用する。 

また、連絡、参加申込み、大会ニュース等についても基本的にメールで行う。 
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    開設時期については、平成１９年１１月下旬を予定している。 

     メールアドレス：bvs2008@douren.org 

 

 

第１８章        見        学 
 

１  時    間 

    一般参観者の入場時間は次のとおりとする。 

    開  場    ０９：００       閉  場    ２１：００ 

２  一般参観者は、受付をすませてから入場する。会場内では必ず参加章を付け

ていなければならない。 

    参加章は会場入口で発行する（５００円） 

３  なお、見学を計画している関係者については、入場を円滑にするため、事前

に参加章の予約申し込みを受け付ける。 

    その申込先は、大会事務局とする。 

 

 

第１９章     規   制   事   項 
 

１  会期中は会場内に、関係者以外の個人車両の入場を認めない。      

運営上必要な車両については、入場許可証を発行する。緊急車両、報道車両

については、大会本部が管理・統制する。               

２  大会会場からの外出は原則として禁止する。緊急やむを得ない場合には、  

大会本部から外出許可証の交付を受けて外出すること。          

 

 

第２０章     留   意   事   項 
 

１  大会期間中は一般見学者、来訪者がある。礼儀をわきまえ、常にスマートネ

スに心がける。 

２  塵芥の処理  

  a  ゴミは指定通りの分別をする。 

  b  一般ゴミや不燃物は本部が指定する時間に、指定場所に集積する。 
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第２１章      そ     の     他 
 

１  隊長ハンドブック等の配布 

  ａ  各隊長ハンドブックを作成する。隊長ハンドブックはホームページに掲載

する。平成１９年１１月末日を予定する。 

  ｂ  各スカウト用ガイドブックについては、確定申し込み後各地区を通じて配

布する。 

 

２    帰る時は、感謝のみを残す。 


